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第 1 章 総則 

1． 目的 

本規則は、グリーンエネルギーに基づく CO2 削減相当量の認証及びグリーンエネルギーCO2 削

減相当量の活用による再生可能エネルギーの普及拡大を通じて国内の CO2 排出削減に寄与するた

め、グリーンエネルギーCO2 削減相当量に係る認証制度の運営のために必要なグリーンエネルギー

CO2 削減相当量認証委員会の業務、組織、その他の事項及び検証機関の業務その他の事項を定める

とともに、グリーンエネルギーCO2 削減相当量の方法論、手続その他の運営のために必要な事項を

定める。 

本認証制度は、経済産業省資源エネルギー庁及び環境省により実施される。 

 

2． 用語の定義 

（1） グリーンエネルギー 

本規則において、「グリーンエネルギー」とは、「グリーン電力種別方法論・グリーン熱種別

方法論について（以下「方法論」という。）」３．各種別方法論に共通の事項中「３．１方法論」

で定める要件を満たすグリーン電力及びグリーン熱をいう。 

（2） グリーンエネルギーCO2 削減相当量 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2 削減相当量」とは、第 6 章に基づき、グリーン

エネルギー量を CO2 削減相当量としてグリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会が認証

したものをいう。 

（3） グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会」とは、第 2 章に基づき

設置された委員会をいう。 

（4）グリーンエネルギーCO2 削減計画 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2 削減計画」とは、グリーンエネルギーの利用に

より CO2 排出量の削減を行う事業に係る計画をいう。 

（5） 検証機関 

本規則において、「検証機関」とは、第 4 章に基づきグリーンエネルギーCO2 削減相当量認

証委員会の登録を受け、次に掲げるものが本規則に定める要件及び方法論に適合しているかに

ついて検証を行う法人をいう。 

① グリーンエネルギーCO2 削減計画 

② グリーンエネルギーCO2 削減相当量 

（6） 申請者 

本規則において、申請者とは、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会に対してグリ

ーンエネルギーCO2 削減計画の認定及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証の申請を

行い、グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業の運営・管理を担う者をいう。 

（7） グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者 

本規則において、「グリーンエネルギーCO2 削減相当量保有予定者」とは、グリーンエネル

ギーCO2 削減相当量を購入する法人をいう。 

（8） 認定 

本規則において、「認定」とは、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会が検証機関

の検証結果を基に、グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業が、本規則及び方法論に従

い適切に行われるものであると確認することをいう。 

（9） 認証 
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本規則において、「認証」とは、グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会が検証機関

の検証結果を基に、グリーンエネルギーCO2 削減相当量が、本規則及び方法論に従って適切に

計算された量であると確認することをいう。 

（10） 追加要件 

 本規則において、「追加要件」とは、検証機関が検証を行うに当たって必要な細則を定めたも

のをいう。 

 

第 2 章 グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会 

1． 役割 

経済産業省資源エネルギー庁及び環境省は、グリーンエネルギーに基づくグリーンエネルギー

CO2 削減相当量認証事業の運営のために必要な規則の策定、方法論の承認、検証機関の登録、グリ

ーンエネルギーCO2 削減計画の認定、グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証・管理等を行う

グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

2． 業務 

委員会は次に掲げる業務を行う。 

（1） グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証の対象となる方法論の承認 

（2） グリーンエネルギー量を CO2 削減相当量に換算するための換算係数の決定 

（3） グリーンエネルギーCO2 削減計画の認定 

（4） グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証・管理 

（5） 検証機関の登録・管理 

（6） （1）～（5）に掲げる業務及び管理の執行に必要な細則又は解釈基準の制定 

（7） グリーンエネルギーCO2 削減相当量の用途その他本制度の在り方に関する基本的な事項に

係る検討 

（8）  上記に掲げるもののほか、本規則その他に基づき委員会に属せられた業務  

 

3． 組織 

（1） 委員会の庶務は、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部及び環境省地

球環境局において処理する。 

（2） 委員会は、学識経験者及び有識者のうちから経済産業省及び環境省が指名する委員 6 人以上

13 人以内で組織する。 

（3） 委員の任期は 1 年とし、再任は、これを妨げない。 

（4） 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

（5） 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

（6） 委員会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

（7） 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

 

4． 運営 

（1） 委員会は、年 4 回以上開催するものとする。 

（2） 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に存在する委員の総数の 3 分の 2 以上の出席がなけれ

ば、会議を開き、議決することができない。 

（3） 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ



 4 

による。 

(4) 委員会への出席が困難な委員は、書面の提出により、委員会の議決に加わることができる。

この場合、当該委員の数を委員会の議決に加わった出席委員の数に加える。 

（5） 委員会の開催に当たり、委員長は議決権を有する委員に対し、委員会議案について特別の利

害関係あるいは直接的関与がないか確認を行い、利害関係のある委員はその場で自ら申請しな

ければならない。当該関係・関与が認められる場合、若しくは委員本人から申し出がある場合、

その委員は当該議案に関する議決権を持たないものとする。その際の議決は、残りの出席委員

の過半数の賛成によって決定する。 

（6） 上記に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

 

5． 専門委員会の設置 

委員会は、その活動を円滑に遂行するために、専門的見地から助言を得ることを目的として専門

委員会を設置することができる。専門委員会は、委員会で承認を受けた専門委員が、委員会の決定

に基づき活動を行う。 

 

6． 委員会の議事の公開 

委員会の議事は、原則として公開する。ただし、特別の事情により委員会が必要と認めるときは

この限りではない。 

 

第 3 章 専門委員会 

1． 専門委員会の組織 

（1） 専門委員会を設置する場合には、本規則において、その活動内容・権限等について規定する

ものとする。 

（2） 委員は各専門委員会に参加することができる。 

（3） 専門委員は、原則として委員会での承認を得た有識者等により構成されるものとする。 

（4） 各専門委員長及び専門委員の任期は、原則 1 年とし、再任は、これを妨げない。 

（5） 各専門委員会の人数及び構成その他必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

第 4 章 検証機関 

1． 役割 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減計画及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量が本規則

に定める要件及び方法論に適合するかどうかの確認（以下「検証」という。）を、委員会の登録を受

けた者（以下「検証機関」という。）に行わせるものとする。 

 

2． 業務 

検証機関は次に掲げる業務を行う。 

（1） 申請されたグリーンエネルギーCO2 削減計画が本規則に定める要件及び方法論に適合してい

るかどうかの確認 

（2）申請されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量が本規則に定める要件及び方法論に適合して

いるかどうかの確認 

（3）方法論に関する追加要件の作成及び公開 

（4）上記に掲げるもののほか、申請されたグリーンエネルギーCO2 削減計画が総合資源エネルギ
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ー調査会新エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会答申「グリーン・エネルギー

の利用拡大に向けて」（平成 20 年 6 月 11 日）で定められたグリーン電力証書ガイドラインに

適合するかどうかの確認。 

（５）上記に掲げるもののほか本規則及び委員会その他が検証機関の業務として定める業務 

 

3． 要件 

検証機関は、業務の公平性、中立性及び透明性を確保するため、以下に掲げる要件を満たすもの

でなければならない。 

（1） 検証業務を的確かつ円滑に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力を有すること  

① 経理的基礎に係ること 

・債務超過の状態にないこと 

・検証業務を的確かつ円滑に実施するために必要な資力を有していること 

② 技術的能力に係ること 

・グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度について十分な理解を有するとともに、検証業

務を行うために十分な知識や経験を有する者を必要な数有していること  

（2） 特定の者に支配されていないことその他検証業務の実施が不公正になるおそれがないこと 

・ 検証業務の実施に係る組織及び検証業務の手順が次に掲げる事項に適合するよう整備されて

いること 

・特定の者が不当に差別的に取り扱われないような体制が整備されていること 

・検証業務において知り得た秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するた

めの取扱いの方法を定めていること 

 

4． 登録 

（1） 検証機関の登録に係る申請 

①  検証機関の登録は、委員会の定めるところにより、検証業務を行おうとする者の申請によ

り行う。 

② ①の申請に当たっては、第４章 3．に規定する要件に該当する者であることを証明する書類

を添付するものとする。 

（2） 検証機関の審査及び登録 

① 委員会は、（1）により登録の申請をした者が、第 4 章 3.に掲げる要件のすべてに適合して

いるかの審査を行い、適合すると認められる場合には、その登録を行うものとする。  

② 登録は、検証機関登録簿に、次に掲げる事項を記載するものとする。 

イ） 登録年月日及び登録番号 

ロ） 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

ハ） その他委員会が定める事項 

③ 委員会は、登録検証機関（①の登録を受けた検証機関をいう。）が不正な手段により登録を

受けたときは、登録を取り消すことができる。 

（3） 公表 

委員会は、新たに検証機関を登録したとき、（2）②ロ）又はハ）の事項に変更があった場合

又は（2）③に規定する登録の取消しをした時は、委員会の定めるところにより、その旨を公表

するものとする。 

 

5． 検証機関の管理 
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（1） 検証機関は毎年度の検証業務に関する活動報告書を作成し、翌年度 5 月までに委員会に提出

する。 

（2） 委員会は、検証機関が検証業務を適切に行っていないと認めるときは、当該検証業務を停止

させることができる。 

（3） 委員会は、活動報告書を審査し、本規則に照らして不適切な検証業務が行われ、当該不適切

な検証業務が当該検証機関の責に帰すと認められ、かつ、それが故意に基づくものと認められ

る場合には、当該検証機関名の公表又は当該検証機関の登録の取消しを行うことができる。 

 

第 5 章 グリーンエネルギーCO2 削減計画 

1． グリーンエネルギーCO2 削減計画の要件 

認定グリーンエネルギーCO2 削減計画（２．に定めるところにより委員会の認定を受けたグリー

ンエネルギーCO2 削減計画をいう。以下同じ。）は、申請されたグリーンエネルギーCO2 削減計画

が次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。 

（1） 事業が日本国内で実施されること。 

（2） 方法論で定める要件を満たすグリーンエネルギーで構成されていること  

（3） 方法論に基づいて実施されること。 

（4） 2.（2）①に基づき検証機関による検証を受けていること。 

（5） 計画に掲げられた全てのグリーンエネルギーCO2 削減事業が、国内クレジット制度及びオフ

セット・クレジット（J-VER）制度に登録されていないこと。 

（6） グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業を実施する者との合意に基づいて、適切に運

営・管理できる体制を備えた者が申請者となり、運営・管理がなされるものであること  

（7） グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業の適切かつ円滑な実施のために必要となる情

報を、記録・管理することとされていること 

（8） （7）の記録・管理方法及び体制を示す文書（グリーンエネルギー運営・管理計画）が作成

されていること 

（9） グリーンエネルギーCO2 削減計画に基づく事業より生じるグリーンエネルギーCO2 削減相

当量の配分予定先を示す文書（グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画）が作成されてい

ること 

（10） その他委員会の定める事項に合致していること。 

 

2． グリーンエネルギーCO2 削減計画の認定手続 

（1） グリーンエネルギーCO2 削減計画の作成 

① グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、グリーンエネルギーCO2 削減計画を作成し、

本規則その他委員会で定めるところにより、これを委員会に提出して、その認定を受ける

ことができる。 

② ①の申請に当たっては、グリーンエネルギーCO2 削減計画実施者、グリーンエネルギーCO2

削減相当量保有予定者及び環境価値が除かれた電気価値ないし熱価値の帰属先の名称も併

せて記載することとする。 

③ ①の申請に当たり、グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、グリーン電力種別方法

論又はグリーン熱種別方法論に分類される種別に従ってグリーンエネルギーCO2削減事業

を一つの計画に組み込み申請を行うものとする。 

（2） グリーンエネルギーCO2 削減計画の検証 

① グリーンエネルギーCO2 削減計画の申請者は、委員会で定めるところにより、当該申請に
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係るグリーンエネルギーCO2削減計画が本規則の定める要件及び方法論に適合しているか

につき、検証機関の検証を受けるものとする。 

② 検証機関は、グリーンエネルギーCO2 削減計画が 1.（（4）を除く。）に掲げる要件のすべて

に適合しているか否かについて報告書を作成し、遅滞なく申請者に交付する。 

（3）グリーンエネルギーCO2 削減計画の認定 

① （2）②の報告を受けた委員会は、申請に係る計画が不認定の場合にあっては、申請書を受

理した日から原則 10 週間以内に、その理由を添えて不認定の通知を発しなければならな

い。 

② 委員会が申請書を受理した日から原則 10 週間以内に不認定の通知を発しなかった場合は、

当該グリーンエネルギーCO2 削減計画は認定したものとみなす。 

（4） 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画の公開 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減計画を認定したときは、当該計画の内容について、

委員会の定めるところにより、遅滞なく公開する。 

 

第 6 章 グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証 

1． 要件 

委員会が認証を行うグリーンエネルギーCO2 削減相当量は、次に掲げる要件のいずれも満たすも

のでなければならない。 

（1） グリーンエネルギーCO2 削減相当量が認定グリーンエネルギーCO2 削減計画に従って当該

計画を実施した結果生じていること。 

（2） グリーンエネルギーCO2 削減相当量が方法論及び認定グリーンエネルギーCO2 削減計画に

従って算定されていること。 

（3） 2.（2）及び（3）に基づき検証機関の検証を受けていること。 

（4） その他委員会の定める事項に合致していること。 

 

2． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証手続 

（1） グリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書の作成 

認定グリーンエネルギーCO2 削減計画申請者（申請したグリーンエネルギーCO2 削減計画

が認定された者をいう。以下同じ。）は、排出削減量の実績及びグリーンエネルギーCO2 削減

相当量配分計画を示すグリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書を作成し、当該申請書が本規

則が定める要件及び方法論に適合しているかにつき、検証機関の検証を受けるものとする。 

（2） 排出削減量の実績確認 

検証機関は、認定グリーンエネルギーCO2 削減計画、グリーンエネルギーCO2 削減相当量

申請書のとおり確実に電力量又は熱量が算定されているか及び算定された電力量又は熱量に基

づき方法論に従って正確にグリーンエネルギーCO2 削減相当量が算定されているかどうか検

証を行い、検証結果報告書を作成する。検証の結果、グリーンエネルギーCO2 削減相当量申請

書が本規則が定める要件及び方法論に適合しないと認める場合には、認定グリーンエネルギー

CO2 削減計画申請者に対してグリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書の修正を求めるもの

とする。 

 

（3） グリーンエネルギーCO2 削減相当量配分計画の確認 

検証機関は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量が適切に配分されているかの実績に関する

検証行い、（2）の内容と合わせて検証結果報告書を作成し、委員会に報告する。 
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（4） グリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証 

① 認定グリーンエネルギーCO2 削減計画申請者は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量申請

書（検証機関から修正の求めがあった場合は修正後のグリーンエネルギーCO2 削減相当量

申請書）を委員会に提出し、当該グリーンエネルギーCO2 削減相当量申請書に係るグリー

ンエネルギーCO2 削減相当量を記載した書面の交付を求めることができる。 

② 委員会は、①の申請が 1.に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、グリーン

エネルギーCO2 削減相当量を記載した書面を認定グリーンエネルギーCO2 削減計画申請者

に、申請書を受理した日から、原則として 10 週間以内に交付するものとする。ただし、グ

リーンエネルギーCO2 削減計画申請者がグリーンエネルギーCO2 削減計画減事業の設備導

入のために国又は地方自治体から補助金を受けている場合、当該設備導入に係る補助金の補

助割合を勘案して、委員会は当該グリーンエネルギーCO2 削減計画事業に係る追加性の判

断及びグリーンエネルギーCO2 削減相当量の認証を行うことができる。 

（5） グリーンエネルギーCO2 削減相当量の公開 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量を認証したときは、当該認証に係る情報につ

いて、委員会の定めるところにより、遅滞なく公開する。 

 

第 7 章 グリーンエネルギーCO2 削減相当量の管理 

1． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の管理 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量を認証した場合は、委員会で定めるところにより、

当該グリーンエネルギーCO2 削減相当量に係る保有者、その量、認証を受けた日等を保有口座に管

理・記録する。 

 

2．グリーンエネルギーCO2 削減相当量の償却・取消し 

(1) 委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量の保有者から保有するグリーンエネルギー

CO2 削減相当量の全部又は一部について、その償却又は取消の申請があった場合は、委員会の

定めるところにより償却又は取消し手続を行い、その事項を管理・記録する。  

(2) グリーンエネルギーCO2 削減相当量の保有者は、当該グリーンエネルギーCO2 削減相当量に

係るグリーンエネルギーCO2 削減計画が実施された期間の属する年度の翌年の 6 月 30 日まで

に償却を行うものとする。当該期限までに償却されなかったグリーンエネルギーCO2 削減相当

量については、委員会の定めるところにより取り消されるものとする。 

 

雑則 

1． 申請書類の様式 

委員会は、本規則に基づく委員会による認定、認証又は登録その他の手続のために必要となる申

請書類についてその様式を定める。 

  

附則 

1． 施行期日 

本規則は、平成 24 年 1 月 19 日より施行する。 
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グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 

 

１．はじめに 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論（以下「方法論」という。）は、グリーン電力種

別方法論、グリーン熱種別方法論（これらを総称して、以下「種別方法論」という。）、及びこれら

に共通する事項について規定したものである。なお、用語は運営規則に定める用語の定義に従うも

のとする。 

なお、グリーン熱種別方法論は、再生可能エネルギー熱利用の状況を踏まえ、熱の排出係数を検

討するに足ると委員会が判断した後に定めるものとする。 

 

２．種別方法論の構成 

種別方法論は次のような構成としている。 

 

（１）種別方法論番号 

当該種別方法論の識別番号を記載している。 

（２）種別方法論の名称 

当該種別方法論の名称を記載している。 

（３）適用条件 

当該種別方法論を適用することができる条件を示したものである。申請されたグリーンエネ

ルギーCO2 削減計画が当該適用条件を満たしている場合に限り、当該種別方法論を適用する

ことが可能となる。 

（４）グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

当該種別方法論を適用する場合における排出削減量の算定式を定めるものである。  

（５）算定根拠に係るモニタリング方法 

当該種別方法論を適用する場合において、４．の算定式中の記号の定義とこれらの数値が正

しいものであるかどうかのモニタリング方法（確認方法）を定めるものである。  

 

３．各種別方法論に共通の事項 

３．１方法論 

 （１）意義 

委員会は、グリーンエネルギーCO2 削減計画の認定を円滑に行うために、（２）及び（３）

に定める共通の方法論を定めるとともに、グリーンエネルギー量を CO2 削減相当量に換算す

るための換算係数及びグリーンエネルギーの技術ごとに認証を受けるための要件を定めたグリ

ーン電力種別方法論及びグリーン熱種別方法論を承認して公表する。 

検証機関は、（２）及び（３）に定める共通の方法論及び種別方法論について認証を行うため

の追加要件を記載した文書を委員会に提出し、委員会はこれを公表するものとする。  

 

 （２）グリーン電力の要件 

  ①発電方式に関する要件 

グリーン電力の発電方式は、以下の条件を全て満たす再生可能エネルギーによるものとし、

詳細は別途委員会が定める方法論（グリーン電力種別方法論）によるものとする。 

  (a)石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による発電でないこと。 
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  (b)原子力による発電でないこと。 

  (c)発電過程における温室効果ガス及び硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出がゼロか、

または著しく尐ないこと。 

 上記の条件を満たす発電方式は、当面、以下のものとする。 

（ⅰ）風力発電 

（ⅱ）太陽光発電 

（ⅲ）バイオマス発電 

（ⅳ）水力発電 

（ⅴ）地熱発電 

（ⅵ）化石燃料・バイオマス混焼発電 

  ②発電電力量認証に関する要件 

発電電力量の測定が的確に行われており、かつ以下のいずれかに該当するものとする。  

  (a)電気事業者の系統に供給されている電力 

  (b)所内で消費されている電力。ただし発電に直接必要な発電補機での消費電力量、変圧器等

の送電補機での消費電力量を除く。 

  ③追加性要件 

追加性要件を満たすには、以下のいずれかに該当しなければならない。  

  (a)グリーン電力の取引行為が、当該設備の建設における主要な要素であること。 

  (b)グリーン電力の取引行為が、当該設備のグリーン電力の維持に貢献していること。 

  (c)グリーン電力の取引行為が、当該設備以外のグリーン電力の拡大に貢献していること。  

  ④環境価値の帰属に関する要件 

認証されたグリーン電力の価値がグリーン電力価値の保有予定者たる顧客に帰属することを

示さなければならない。 

  ⑤環境への影響評価に関する要件 

生態系、環境等への影響について適切な評価・対策を行っていること。また、以下の内容に

ついて検証機関に報告をしなければならない。 

  (a)環境への影響評価 

  (b)個別の発電方式ごとに検証機関が定める環境モニタリング 

  ⑥社会的合意に関する要件 

前項の評価・対策等を踏まえて立地に対して関係者との合意に達していることとし、その内

容について検証機関に報告をしなければならない。 

 

 （３）グリーン熱の要件 

  ①熱生成方式に関する要件 

グリーン熱の生成方式は、以下の条件を全て満たす再生可能エネルギーによるものとものと

し、詳細は別途委員会が定める方法論（グリーン熱種別方法論）によるものとする。 

  (a)石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による熱生成でないこと。 

  (b)熱生成過程における温室効果ガス、および硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出がゼ

ロか、または著しく尐ないこと。 

   上記の条件を満たす熱発生方式は、当面、以下のものとする。 

（ⅰ）太陽熱 

（ⅱ）バイオマス熱利用 

（ⅲ）雪氷エネルギー利用 
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  ②熱量認証に関する要件 

熱量の測定が的確に行われており、かつ以下のいずれかに該当するものとする。  

  (a)熱供給事業に供給されている熱量 

  (b)所内のグリーン熱供給地点で供給されている熱量。但し、熱生成に直接必要な補機での消

費エネルギーを除く。 

なお、熱量の計量方法は下記のいずれかに該当するものとする。 

・検定済み積算熱量計での計量 

・検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産しているメーカーによ

る品質保証書が付いているもの等）での計量 

・経済取引として実施されている熱取引（契約条件で状態監視が義務付けられ、流量計で金銭

決済が行われている熱取引）での計量 

  ③追加性要件 

追加性要件を満たすには、以下のいずれかに該当しなければならない。  

  (a)グリーン熱の取引行為が、当該設備の建設における主要な要素であること。 

  (b)グリーン熱の取引行為が、当該設備のグリーン熱の維持に貢献していること。 

  (c)グリーン熱の取引行為が、当該施設以外のグリーン熱の拡大に貢献していること。  

  ④環境価値の帰属に関する要件 

認証されたグリーン熱の価値がグリーン熱価値の保有予定者たる顧客に帰属することを示さ

なければならない。 

  ⑤環境への影響評価に関する要件 

生態系、環境等への影響について適切な評価・対策を行っていること。また以下の内容につ

いて検証機関に報告をしなければならない。 

  (a)環境への影響評価 

  (b)個別の熱発生方式ごとに検証機関が定める環境モニタリング 

  ⑥熱設備の確認 

熱設備が提出されたシステム図通りに設置されているかを担保するため、必要な手続きを行

わなければならない。 

  ⑦社会的合意に関する要件 

  ⑤の評価・対策等を踏まえて立地に対して関係者との合意に達していることとし、その内容

について検証機関に報告をしなければならない。 

 

 ３．２電力排出係数のデフォルト値の考え方 

別表において定められる全電源平均二酸化炭素排出係数と限界電源二酸化炭素排出係数を併用

する。具体的には、発電所の運転開始直後から 1 年後までは限界電源二酸化炭素排出係数を、1

年後～2.5 年後までは限界電源二酸化炭素排出係数及び全電源平均二酸化炭素排出係数の平均値

を、2.5 年後以降については全電源平均二酸化炭素排出係数を採用する。 

以上の考え方を式で表すと、下記のとおりとなる。 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源平均二酸化炭素排出係数  

f (t) : 移行関数  
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0 [0≦t<1年]  

f (t) =    0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  

 

なお、全電源平均二酸化炭素排出係数は年度ごとに設定し、当該申請の算定した電力量の期間

が該当する年度の係数を適用するものとする。 

また、「2.5 年」という設定は一種の試行として採用するものであり、各種国内温室効果ガス削

減への取り組み等の状況を踏まえ、2012 年度末を目処に検討を行うものとする。 

 

 ３．３単位について 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の単位は二酸化炭素換算 kg とし、小数点以下を切り捨て

とする。 

 

４．公表 

方法論は、委員会の定めるところにより公表するものとする。また、変更又は廃止した場合も同

様に、遅滞なく公表するものとする。 
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（別表） 

電気の二酸化炭素排出係数（単位：kgCO2/kWh） 

 受電端 送電端 

限界電源 CO2 排出係数 0.55  

全電源平均 CO2 排出係数（2011 年度） 0.412  

全電源平均 CO2 排出係数（2012 年度） 0.413  

注1） 排出係数は、限界電源排出係数については、「小規模電源の導入等により代替される系統電力の

排出係数の計算結果について（小規模電源導入等による代替系統電力排出係数ワーキンググルー

プ）」、全電源平均 CO2 排出係数（受電端）については「電気事業における環境行動計画（20010

年 9 月 電気事業連合会）」から引用。 

注2） 限界電源 CO2 排出係数及び全電源 CO2 排出係数は、京都メカニズム等を反映していない値を用

いている。 

注3） 実際の発電期間に適用される係数を記載。具体的には「電気事業における環境行動計画」の数値

で最新の値（当該数値は年度の途中で公表されるので、年度開始時点で公表されているもの）を

記載している。 

注4） 送電端の限界電源 CO2 排出係数及び全電源平均 CO2 排出係数については、本規則施行後に委員

会で決定する。 
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グリーン電力種別方法論 

 

P001 風力発電 

１． 種別方法論番号 

P001 

 

２． 種別方法論の名称 

風力発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 風力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EWC = EWG ― EWS ― EWA 

EMW=（EWS＋EWC）×CEFelectricity,t 

 

記号 定義 単位 

EWS 風力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EWC 風力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EWG 風力発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EWA 風力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMW 風力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 風力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出係数 kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EWS 風力発電実施期間における系

統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EWG 風力発電実施期間における風

力発電発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EWA 風力発電実施期間における風

力発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗

じた値 

CEFelectricity,t 風力発電実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排

出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P002 太陽光発電 

１． 種別方法論番号 

P002 

 

２． 種別方法論の名称 

太陽光発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 太陽光発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費するこ

と。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

・ 遠隔検針によるデータ収集システムを通じて計量値等の確認を行う場合には、検証機関の定め

る太陽光発電遠隔検針システム基準に適合していることを示す文書を提出すること。  

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EPC = EPG ― EPS ― EPA 

EMP=（EPS＋EPC）×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EPS 太陽光発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EPC 太陽光発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EPG 太陽光発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EPA 太陽光発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMP 太陽光発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 太陽光発電実施期間における電力の二酸化炭素排

出係数 

kgCO2/kWh 

 



 17 

５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EPS 太陽光発電実施期間における

系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EPG 太陽光発電実施期間における

太陽光発電発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EPA 太陽光発電実施期間における

太陽光発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗

じた値 

CEFelectricity,t 太陽光発電実施期間における

電力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排

出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P003-1．バイオマス発電（鶏糞、バガス等） 

１． 種別方法論番号 

P003-1 

 

２． 種別方法論の名称 

バイオマス発電（鶏糞、バガス等）システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ バイオマス発電（鶏糞、バガス等）システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給ま

たは所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EBS バイオマス発電実施期間における系統への販売電

力量 

kWh 

EBC バイオマス発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EBG バイオマス発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EBA バイオマス発電実施期間における発電補機消費電

力量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用したバイオマス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB バイオマス発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t バイオマス発電実施期間における電力の二酸化炭

素排出係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS バイオマス発電実施期間に

おける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EBG バイオマス発電実施期間に

おけるバイオマス発電発電

電力量 

検定済み電力計による計測 

EBA バイオマス発電実施期間に

おけるバイオマス発電補機

消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

FB 発電に使用したバイオマス

燃料 

燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

CEFelectricity,t バイオマス発電実施期間に

おける電力の二酸化炭素排

出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排出

係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P003-2．バイオガス発電 

１． 種別方法論番号 

P003-2 

 

２． 種別方法論の名称 

バイオガス発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ バイオガス発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費する

こと。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EBS バイオガス発電実施期間における系統への販売電

力量 

kWh 

EBC バイオガス発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EBG バイオガス発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EBA バイオガス発電実施期間における発電補機消費電

力量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用したバイオガス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB バイオガス発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t バイオガス発電実施期間における電力の二酸化炭

素排出係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS バイオガス発電実施期間に

おける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EBG バイオガス発電実施期間に

おけるバイオマス発電発電

電力量 

検定済み電力計による計測 

EBA バイオガス発電実施期間に

おけるバイオガス発電補機

消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗じ

た値 

FB 発電に使用したバイオガス 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請求書

をもとに算定 

CEFelectricity,t バイオガス発電実施期間に

おける電力の二酸化炭素排

出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排

出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P003-3．木質バイオマス発電 

１． 種別方法論番号 

P003-3 

 

２． 種別方法論の名称 

木質バイオマス発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 木質バイオマス発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費

すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 投入される木質系バイオマス燃料に関する情報を提出すること。 

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EBC = EBG ― EBS ―EBA 

SB = FB÷FT 

EMB=（EBS＋EBC）×SB×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EBS 木質バイオマス発電実施期間における系統への販

売電力量 

kWh 

EBC 木質バイオマス発電実施期間における自家消費電

力量 

kWh 

EBG 木質バイオマス発電実施期間における発電発電電

力量 

kWh 

EBA 木質バイオマス発電実施期間における発電補機消

費電力量 

kWh 

SB 投入燃料に占めるバイオマス比率 % 

FB 発電に使用した木質バイオマス燃料 MJ 

FT 発電に使用した燃料合計 MJ 

EMB 木質バイオマス発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 木質バイオマス発電実施期間における電力の二酸

化炭素排出係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EBS 木質バイオマス発電実施期間に

おける系統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EBG 木質バイオマス発電実施期間に

おけるバイオマス発電発電電力

量 

検定済み電力計による計測 

EBA 木質バイオマス発電実施期間に

おけるバイオガス発電補機消費

電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を

乗じた値 

FB 発電に使用した木質バイオマス 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請

求書をもとに算定 

FT 発電に使用した燃料合計 燃料計による計測又は燃料供給会社からの請

求書をもとに算定 

CEFelectricity,t 木質バイオマス発電実施期間に

おける電力の二酸化炭素排出係

数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素

排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P004-1. 河川に設置する新設水力発電 

１． 種別方法論番号 

P004-1 

 

２． 種別方法論の名称 

河川に設置する新設水力発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 河川に設置する新設水力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統または所内で消

費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EHC = EHG ― EHS ― EHA 

EMH=（EHS＋EHC）×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EHS 水力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EHC 水力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EHG 水力発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EHA 水力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMH 水力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出

係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EHS 水力発電実施期間における系統へ

の販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出

書 

EHG 水力発電実施期間における太陽光

発電発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EHA 水力発電実施期間における太陽光

発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間

を乗じた値 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の

二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･

f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭

素排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P004-2. 既設設備等に付加して設置される水力発電 

１． 種別方法論番号 

P004-2 

 

２． 種別方法論の名称 

既設設備等に付加して設置される水力発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 既設設備等に付加して設置される水力発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統 

または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EHC = EHG ― EHS ― EHA 

EMH=（EHS＋EHC）×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EHS 水力発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EHC 水力発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EHG 水力発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EHA 水力発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMH 水力発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電力の二酸化炭素排出

係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EPS 水力発電実施期間における系

統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EPG 水力発電実施期間における太

陽光発電発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EPA 水力発電実施期間における太

陽光発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を乗

じた値 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f (t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素排

出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  
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P005. 地熱発電 

１． 種別方法論番号 

P005 

 

２． 種別方法論の名称 

地熱発電システム 

 

３． 適用条件 

本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。  

・ 地熱発電システムにより発電した電力を電気事業者の系統に供給または所内で消費すること。 

・ グリーンエネルギーCO2 削減相当量算定方法論 ３．各種別方法論に共通の事項 ３．１方法

論 （２）グリーン電力の要件に定める要件を満たすことを示す誓約書及びチェックリストを

提出すること。 

・ 周辺環境に及ぼす影響評価の報告書もしくは情報を提出すること。  

・ 検証に求められる情報を提出すること。 

 

４． グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定方法 

EGC = EGG ― EGS ― EGA 

EMG=（EGS＋EGC）×CEFelectricity,t 

記号 定義 単位 

EGS 地熱発電実施期間における系統への販売電力量 kWh 

EGC 地熱発電実施期間における自家消費電力量 kWh 

EGG 地熱発電実施期間における発電発電電力量 kWh 

EGA 地熱発電実施期間における発電補機消費電力量 kWh 

EMG 地熱発電実施期間における排出削減量 kgCO2 

CEFelectricity,t 地熱発電実施期間における電力の二酸化炭素排出

係数 

kgCO2/kWh 
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５． 算定根拠に係るモニタリング方法 

グリーンエネルギーCO2 削減相当量の算定のために必要となる、モニタリング項目及びモニタリ

ング方法例を下表に示す。 

記号 定義 モニタリング方法 

EGS 地熱発電実施期間における系

統への販売電力量 

検定済み電力計による計測、RPS 減量届出書 

EGG 地熱発電実施期間における太

陽光発電発電電力量 

検定済み電力計による計測 

EGA 地熱発電実施期間における太

陽光発電補機消費電力量 

電力計による計測又は補機容量に稼働時間を

乗じた値 

CEFelectricity,t 水力発電実施期間における電

力の二酸化炭素排出係数 

デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t
 
= Cmo･(1-f (t)) + Ca(t)･f 

(t)  

ここで、  

t :事業開始日以降の経過年 

Cmo : 限界電源二酸化炭素排出係数  

Ca(t) : t年に対応する全電源二酸化炭素

排出係数  

f (t) : 移行関数  

0 [0≦t<1年]  

f (t) =  0.5 [1年≦t<2.5年]  

1 [2.5 年≦t]  

 

 




